
令和４年度 木材製品需要拡大技術導入事業

募集要領

１ 趣 旨 

 木材製品需要拡大技術導入事業（以下「本事業」という。）は、本県の豊富な

森林資源を循環利用し、森林環境の適正な保全と持続可能な社会づくりを進める

ため、県産材の需要拡大に向けた新用途・新技術の開発や、販路拡大に係る事業

計画（プロジェクト）の提案を公募し、そのうち優れた事業提案に対し、県の定

める予算の範囲内で補助金を交付するものです。 

 本事業は、本募集要領の他、「木材製品需要拡大技術導入事業補助金交付要綱」

及び「木材製品需要拡大技術導入事業事務取扱要領」により実施します。 

２ 募集する事業の種類 

次の（１）又は（２）の取組を募集します。 

事業区分 事業内容 対象経費 

（１） 

県産材の

需要拡大

のための

新たな製

品・技術

等の開発 

ア 新用途・新技術に係る設計

イ 新用途・新技術の実証に必要な部材等の試験

ウ 実証データの分析

エ 試験体の作成

オ 試験体の性能等の調査に係る試験

カ 木質部材・工法等の高品質化・生産性向上等

に向けた調査・試験

キ 木質部材・工法等の設計基準・設計手法・施

工マニュアルの作成

ク 県産材を利用した新製品開発・試験研究

ケ 上記ア～クのほか、（１）の事業実施に関し

て知事が必要と認めるもの

ア 技術者給

イ 賃金

ウ 謝金

エ 旅費

オ 需用費

カ 役務費

キ 委託料

ク 使用料及び

賃借料

ケ 施設整備費

※対象経費の詳細

は、別紙「対象経費

の詳細」をご確認

ください。
（２） 

県産材の

需要拡大

のための

木材製品

等の販路

拡大 

ア 製品等ＰＲに係る見本市や商談会等のイベ

ント出展

イ 製品等ＰＲに係る現地見学会・講習会の開催

ウ 製品等ＰＲに係る各種媒体を活用した広報

活動

エ 国内外における個別商談及び市場調査

オ 販売促進や商談に係る試作品製作

カ 製品等の輸出に係る環境整備（証明書取得、

検疫官の招へい等）

キ 上記ア～カのほか、（２）の事業実施に関し

て知事が必要と認めるもの

（３）その他知事が必要と認めるもの

注 1） 対象経費には、消費税及び地方消費税は含まれません。消費税及び地方消費

税の課税対象となるものについては、本体価格だけが対象経費となります。 
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よって、申請時にその金額（消費税仕入れ控除額）が明らかである場合は、

これを減額して申請する必要があります。申請時に明らかでない場合には、実

績報告時にその金額を減額して報告をいただくことになります。詳しくは、補

助金交付要綱第 15 条、第 16 条を御確認ください。 

注 2） 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費は、補助対象

になりません。 

また、事業実施に必要な経費であっても、以下の経費は対象となりません。 

・ 不動産取得に関する経費

・ 通常の企業・団体等運営に伴って発生する事務経費

注 3） 事業実施期間内に支払いが完了しない経費は、補助対象になりません。 

注 4） 海外販路拡大の取組においては、ＷＴО協定に反するものは補助対象になり

ません（補助対象にならない例：販売商品の運搬費、販売商品の製作に要する

経費等）。詳細は別紙「対象経費の詳細」を御確認ください。 

３ 応募者の要件 

 本事業に応募し、補助金の交付を受けようとする者は、次の要件をすべて満た

すことが必要となります。 

（１）県内に主たる営業所又は工場等の事業所を有する者であること。

（２）法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体であること。

（３）県内の森林から生産された木材（以下「県産材」という。）を活用する取組

又は活用に向けた取組を行う者であること。 

４ 補助金の額、補助率及び採択件数 

（１）補助金の額 １，０００千円以上３，０００千円以内

（２）補助率 10/10 以内

（３）採択予定件数４件程度

５ 事業実施期間 

補助金の交付決定日～令和５年３月１５日（水）まで 

６ 募集期間、応募方法等 

（１）募集期間 令和４年４月１１日（月）～令和４年５月１３日（金）

ア 郵送の場合、５月１３日当日消印有効。

イ 持参の場合、５月１３日の１７時までに各応募先で受付したものに限り有

効。 

（２）応募方法

応募書類は、応募者の所在地を所轄する以下の応募先まで郵送又は持参によ

り提出してください。 

 なお、応募にあたっては、事前に農林事務所等に相談いただき、事業内容の

確認を受けるとともに、書類の書き間違いや、資料の添付漏れ等に注意してく

ださい。 
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（３）応募書類

次のア～オの書類のすべてを提出してください。

ア 木材製品需要拡大技術導入事業応募書（様式１）

イ 提案概要書（様式２）

ウ 事業計画書（様式３）

エ 経費内訳書（様式４）

オ 登記事項証明書等

※法人の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本の写し

団体の場合は、定款又は規約等の写し

カ 財務諸表（直近２か年分）

※貸借対照表及び損益計算書（又は正味財産増減計算書）

（４）提出部数

正本１部、副本（コピー）５部

（５）注意事項

ア 提出した応募書類は、返却いたしません。

イ 応募書類に虚偽の記載をした場合は、無効とします。

ウ 応募者の要件を満たさない者が提出した応募書類は無効とします。

エ 応募書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。

オ 以下の取組は、本事業の対象となりませんので、注意してください。

・他の補助金の交付を受けた取組、又は受ける予定のある取組

・本事業による成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない

取組

（６）応募先

応募書類は、応募者の所在地を所轄する以下の応募先まで郵送又は持参に

より提出してください。 

方部 応募先 

県北地方 県北農林事務所 森林林業部 林業課 

〒960-8670 

 福島市杉妻町2-16（県庁北庁舎５階） 

TEL 024-521-2632 

県中地方 県中農林事務所 森林林業部 林業課 

〒963-8540 

 郡山市麓山1-1-1（郡山合同庁舎内） 

TEL 024-935-1367 

県南地方 県南農林事務所 森林林業部 林業課 

〒963-6123 

 東白川郡棚倉町大字関口字上志宝50-1（棚倉合同庁舎内） 

TEL 0247-33-2123 
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会津地方 会津農林事務所 森林林業部 林業課 

〒966-0901 

 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3（喜多方合同庁舎内） 

TEL 0241-24-5734 

南会津地方 南会津農林事務所 森林林業部 林業課 

〒967-0004 

 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1（南会津合同庁舎内） 

TEL 0241-62-5375 

相双地方 【相馬市、南相馬市、相馬郡管内】 

相双農林事務所 森林林業部 林業課 

〒975-0031 

 南相馬市原町区錦町1-30（南相馬合同庁舎内） 

TEL 0244-26-4305 

【双葉郡管内】 

富岡林業指導所 

〒979-1111 

 双葉郡富岡町小浜553-2（富岡合同庁舎内） 

TEL 0240-23-6084 

いわき地方 いわき農林事務所 森林林業部 林業課 

〒970-8026 

 いわき市平字梅本15（いわき合同庁舎内） 

TEL 0246-24-6193 

（７）応募方法や応募書類に関する問合せ先

上記応募先にお問合せください。

（８）上記（７）を除く事業全般の問合せ先

福島県農林水産部 林業振興課 木材利用担当

〒960-8670 福島市杉妻町 2-16（県庁西庁舎６階）

TEL 024-521-7432 FAX 024-521-7908

７ 補助事業者の選定方法 

（１）審査方法等

書面審査とヒアリングを行います（ヒアリング日程は募集期間後に通知し

ます。応募件数が少ない場合、ヒアリングを実施しない場合があります。）。 

応募者の要件や対象経費の確認を行った後、先導性、波及性、実現性、市

場性、地域貢献度などについて審査を行い、総合的に評価します。 

（２）審査結果の通知

選定の結果（採択・不採択）を各応募者に通知します（６月中予定）。 

なお、条件付きの採択となる場合があります。 

また、審査結果に対する異議申立て、質問等は受付けません。 
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（３）採択の取消

採択後に応募要件に該当しないことが判明した場合又は応募書類に虚偽

の記載があった場合は採択を取り消すことがあります。 

８ 補助金交付申請の手続き 

補助事業者として選定後、補助金交付申請に必要な手続き等についてお知ら

せします。この内容に従い速やかに手続きを行う必要があります。 

また、事業完了時には、補助金交付要綱第９条に定める実績報告書を、事業完

了の日から起算して 30 日以内（ただし、令和５年３月３１日（金）まで）に提

出してください。 

９ 補助金の支払方法 

補助事業の内容や補助対象経費の支払いを証明する書面（領収書等）を確認

した後に支払います。 

10 補助事業者の義務 

補助事業者は、次に掲げる義務を負います。 

(１)申請書の提出から補助事業の終了までの間に、補助事業の内容、補助事業

等に要する経費の配分又は補助金交付申請額に変更が生じる場合、または補

助事業を中止または廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなり

ません。 

(２)補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完

了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけれ

ばなりません。 

11 取組成果の活用状況の報告等 

 事業実施年度の翌年度から起算して３年間、本事業により開発・普及を行っ

た新用途・新技術を活用した製品の販売実績や他社への波及状況について報告

いただきます。 

 また、事業成果発表会等での発表や製品展示会等への出展を求めることがあ

ります。 

＊＊＊ 本事業は、福島県森林環境基金を活用して実施しています。 ＊＊＊ 
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別紙「対象経費の詳細」 

区分 内容 

技術者給 新たな製品開発や技術開発等に携わる者（主任技師、技師

等）、マーケティング等販路拡大に係る技術、知識を有する

者、又は試作品やサンプル製作※１を行う者等に対する当該

事業に係る実働に応じた対価とする。 

ただし、社会保険料の事業主負担分を含み、退職給与及び

退職給与引当金は含まないものとする。 

なお、詳細は別添「補助事業等の実施に要する人件費の算

定等の適正化について」によるものとする。 

賃金 アルバイト及び技能者等、本事業の補助的業務（資料の収

集、整理等）のために一時的に雇用した者に支払う賃金とす

る。 

ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含

むものとする。 

謝金 事業の推進を図るために開催する会議や研修等に出席す

る委員及び指導者等への謝金とする。 

旅費 技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並

びに指導者等の旅費とする。 

また、補助事業者自身が行う資料収集や性能試験、見本市

への出席等、技術開発及び販路拡大に係る取組に要する交通

費、宿泊費、旅行雑費（空港使用料、空港施設使用料、国際

通行税、ビザ、パスポート取得、保険料等）等とする。 

需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、資材購入費、

修繕料等とする。 

役務費 通信運搬費※２、実証に必要な認証申請等の手数料、原稿

料、通訳翻訳料、普及宣伝に係る広告料、保険料等とする。 

委託料 技術開発や販路拡大に係る資料作成や調査、試験等、本事

業の一部分を他の民間団体・企業等の第三者に委託するため

の経費とする。 

使用料及び 

賃借料 

器具機械、車両、高速道路使用料、会場等の借上げに必要

な経費とする。 

施設整備費 性能試験及び実証展示等に係る設計費、施工費用、部材・

部品費用、その運搬等に要する経費とする。 

※１ 試作品やサンプル等は販売促進資材の製作を対象とし、販売する商品の製作

に要する経費は対象外。 

※２ 海外販路拡大における運搬経費は、販売促進資材等の運搬を対象とし、販売

する商品の運搬経費は対象外。 
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別添

補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について

補助事業等に要する人件費の算定方法や適正な執行等について、別に規定している補助

事業等を除き、以下の方法によることとする。

１．補助事業等に係る人件費の基本的な考え方

（１）人件費が補助対象として認められている補助事業等における、補助事業等に要する

人件費とは、補助事業等に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計

算式により構成要素ごとに計算する必要がある。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

時間単価については、交付時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人につ

いて算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用された

等）

・交付先における出向者の給与の負担割合が変更された場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）が

当該補助事業等に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該補助事業等に従事した実績時間についてのみ

計上すること。

② 管理者等

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該補助事業等に従事し

た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当該

補助事業等のためやむを得ず時間外も業務を要することとなった場合は、直接作
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業時間数に当該補助事業等に従事した時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含

めることができることとする。

（２）一の補助事業等だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り

計算による）

２．実績単価による算定方法

補助事業等に要する人件費の時間単価は、以下の計算方法（以下「時間単価計算」とい

う。）により算定する。（円未満は切り捨て。）

＜時間単価の算定方法＞

○正職員、出向者（給与等を全額交付先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法

原則として下記により算定する。

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途交付

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で補助として支給されているものは除外する（以下、同じ。）。

・年間法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を含む

。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補

償等の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）。
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○出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価の算定方法

出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価は、原則として下記

により算定する。

人件費時間単価＝交付先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利

費）÷年間理論総労働時間

・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が交付先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、補助事業者が負担した額

しか計上できないことに注意すること。

○管理者等の時間単価の算定方法

原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該補助事業等に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額

の確定時に適用する。

（１）原則

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間

（２）時間外に従事した場合

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間実総労働時間

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働

時間を立証できる場合に限る。

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該補助事業等及び自主事業等におけ

る時間外の従事時間数の合計。

３．直接作業時間数を把握するための書類整備について

直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。

9



【業務日誌の記載例】

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該補助事業

等の従事時間と他の事業及び自主事業等の従事時間・内容との重複記載は認められない

ことに留意する。）

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分まと

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな

いよう適切に管理すること。）

③ 当該補助事業等に従事した実績時間を記載すること。なお、所定時間外労働（残業・

休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。

・補助事業等の実施にあたり、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

・補助事業等の実施にあたり、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要で

ある場合で、交付先において休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場

合でも交付先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤ 当該補助事業等における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、補助

対象として認められる用務による出張等における移動時間についても当該補助事業等の

ために従事した時間として計上できるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場

合は、按分計上を行う必要がある。

⑥ 当該補助事業等以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該補助事業等の従

事状況を確認できるように区分して記載すること。

⑦ 勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）等帳票類と矛

盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。
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様式１ 

年  月  日  

 

 福 島 県 知 事  

 

所 在 地               

応募者 名   称                

代表者氏名                  

 

木材製品需要拡大技術導入事業応募書 

 令和４年度木材製品需要拡大技術導入事業に応募したいので、下記のとおり関係書類

を添えて提出します。 

記 

１ 提案概要書（様式２） 

２ 事業計画書（様式３） 

３ 経費内訳書（様式４） 

４ その他添付資料 

（１）登記事項証明書等 

 ※法人の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本の写し 

  団体の場合は、定款又は規約等の写し 

（２）財務諸表（直近２か年分） 

※貸借対照表及び損益計算書（又は正味財産増減計算書） 
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様式２                              「令和４年度木材製品需要拡大技術導入事業」 

 

提案概要書 

提案企業 

・団体名 

 

代表者氏名  

 

所在地 

 

 

住 所 

 

〒 

 

ＴＥＬ  

事業区分どちらかを囲む 技術開発   ・   販路拡大 

プロジェクト名  

 

１ 所要額 

  総事業費           円 

  補助金額           円 （補助金額は消費税を除いた額とする。） 

２ 事業（プロジェクト）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 提案のアピールポイント 

※先導性、波及性（市場性）、実現性、地域貢献度の観点から記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 担当者 

部署名等  担当者名  

ＴＥＬ  E-MAIL  

（注１）県内に本社がない場合、本社及び県内事業所の所在地を２段書きで記載してください。 

（注２）用紙は、Ａ４縦（片面１枚のみ）とします。 
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様式３                              「令和４年度木材製品需要拡大技術導入事業」 

                                   事業計画書 

事業区分どちらかを囲む 技術開発   ・   販路拡大 

プロジェクト名  

 

実 施 内 容 

 

 

 

プロジェクトの全体像と取組内容を記載してください。 

（目指す成果や取組内容、スケジュール、他の企業や団体との連携・協力体制等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）用紙は、Ａ４縦、２枚以内（両面印刷する場合は１枚以内）としてくだい。 

   文字の大きさは、10.5 ポイント以上とします。 
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様式４ 

経費内訳書 

（１）収入の部 

区 分 予算額 備 考 

県 補 助 金 円  

自己負担金 円  

そ の 他 円  

計 円  

 

（２）支出の部 

実施内容 
経費区分 

予算額 経費積算の基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計    

（注１）経費区分は、募集要領２の補助対象経費を参照して記載してください。 
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